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発行者情報

【表紙】

【公表書類】 発行者情報

【公表日】 2022年９月30日

【発行者の名称】 エヴィクサー株式会社

(Evixar Inc.)

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 瀧川 淳

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目17番22号

【電話番号】 03-5542-5855

【事務連絡者氏名】 管理部長 内田 優希

【担当J-Adviserの名称】 株式会社アイ・アール ジャパン

【担当J-Adviserの代表者の役職氏名】 代表取締役社長・CEO 寺下 史郎

【担当J-Adviserの本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号

【担当J-Adviserの財務状況が公表され

るウェブサイトのアドレス】

https://www.irjapan.jp/ir_info/library/financial_results.html

【電話番号】 03-3519-6720

【取引所金融商品市場等に関する事項】 東京証券取引所TOKYO PRO Market

なお、振替機関の名称及び住所は、下記のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号

【公表されるホームページのアドレス】 エヴィクサー株式会社

https://www.evixar.com/

株式会社東京証券取引所

http://www.jpx.co.jp/
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【投資者に対する注意事項】

１．TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスクを含んでいる場

合があります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格性要件及び適時開示基準並びに市

場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。また、投資者は、発行者情報

により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。特に、「第一部【企業情報】 第３

【事業の状況】 ４【事業等のリスク】」において公表された情報を慎重に検討する必要があります。

２．発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員（金融商品取引法（以下、「法」という。）第21条第

１項第１号に規定する役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者）をいう。）は、

発行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせ

ないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたときは、法第27条の34において準用する法第22条の規定

に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、情報が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償

する責任を負います。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は

欠けていることを知っていたときは、この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり、又は欠

けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したとき

は、上記賠償責任を負いません。

３．TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所金融商品市場に

適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Marketにおいては、J-Adviserが重要な

役割を担います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例（以下、

「特例」という。）に従って、各上場会社のために行動するJ-Adviserを選任する必要があります。J-Adviserの

役割には、上場適格性要件に関する助言及び指導並びに上場申請手続のマネジメントが含まれます。これらの点

について、投資者は、株式会社東京証券取引所のホームページ等に掲げられるTOKYO PRO Marketに係る諸規則に

留意する必要があります。

４．株式会社東京証券取引所は、発行者情報の内容（発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項若

しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含みますが、こ

れらに限られません。）について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任その他の一切の責任を負

いません。
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第一部 【企業情報】

第１ 【本国における法制等の概要】

該当事項はありません。

第２ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 第18期（中間） 第19期（中間） 第17期 第18期

会計期間
自 2021年１月

至 2021年６月

自 2022年１月

至 2022年６月

自 2020年１月

至 2020年12月

自 2021年１月

至 2021年12月

売上高 (千円) 72,440 101,295 98,214 127,340

経常損失（△） (千円) △19,939 △37,656 △101,161 △122,192

中間（当期）純損失（△） (千円) △20,084 △37,801 △101,451 △107,348

持分法を適用した場合の

投資利益
(千円) － － － －

資本金 (千円) 243,500 298,580 243,500 298,580

発行済株式総数

　普通株式 (株) 524 2,711,800 524 2,711,800

純資産額 (千円) 17,421 2,515 37,506 40,317

総資産額 (千円) 230,386 175,328 282,345 249,302

１株当たり純資産額 (円) 6.64 0.93 14.31 14.87

１株当たり配当額

（１株当たり中間配当額）
(円)

－

（－）

－

（－）

－

（－）

－

（－）

１株当たり中間（当期）

純損失（△）
(円) △7.66 △13.94 △38.72 △40.93

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益
(円) － － － －

自己資本比率 (％) 7.6 1.4 13.3 16.2

自己資本利益率 (％) － － － －

株価収益率 (倍) － － － －

配当性向 (％) － － － －

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △26,875 △59,940 △89,139 △55,077

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △1,117 △743 △8,678 △11,435

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △23,320 △21,424 98,543 41,807

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高
(千円) 171,735 116,235 223,048 198,343
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従業員数

（外、平均臨時雇用人員）
(人)

13

（１）

18

（１）

11

（１）

15

（２）

(注) １．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。また、第17期中間会計期間については中間財務諸表を作成しておりませんの

で、第17期中間会計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため、記載しておりません。

３．当社は、2021年９月30日付で普通株式１株につき5,000株の割合で株式分割を行っておりますが、第17期の

期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり中間（当期）純損失を算定

しております。

４．１株当たり（中間）配当額については、配当を実施していないため、記載しておりません。

５．第17期及び第18期中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式は存

在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり中間（当

期）純損失であるため、記載しておりません。また、第18期及び第19期中間会計期間の潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり中間（当期）純損失である

ため、記載しておりません。

６．自己資本利益率については、中間（当期）純損失を計上しているため、記載しておりません。

７．第17期及び第18期中間会計期間の株価収益率については、当社株式は非上場であり、また、中間（当期）純

損失であるため、記載しておりません。また、第18期及び第19期中間会計期間の株価収益率については、中

間（当期）純損失であるため、記載しておりません。

８．配当性向については、配当を実施していないため、記載しておりません。

９．従業員数は就業人員（執行役員及び技術専門役員を含む。ただし、取締役であるものを除く。）であり、臨

時雇用者数は、期中の平均人員を（ ）内に外数で記載しております。

10．「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第110条第５項の規定に基づき、 第17期の財務諸表

については東光監査法人の監査、第18期中間会計期間の中間財務諸表については、東光監査法人の中間監査

を受けております。

11．「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128条第３項の規定に基づき、第18期の財務諸表

については東光監査法人の監査、第19期中間会計期間の中間財務諸表については、東光監査法人の中間監査

を受けております。

12．第17期より監査法人による金融商品取引法に準じた監査を受けることとなり、監査の過程で発見された過年

度における仕掛品の算定及び固定資産の評価並びに売上計上及び当該売上債権に対する貸倒処理に係る誤謬

の訂正を行っております。この結果、第17期の期首の利益剰余金及び純資産が減少しております。

３ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

４ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

５ 【従業員の状況】

（１）発行者の状況

2022年６月30日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

18（１） 34.4 3.8 4,658

(注) １. 従業員数は就業人員（執行役員及び技術専門役員を含む。ただし、取締役であるものを除く。）であり、臨

時雇用者数は、当中間会計期間の平均人員を（ ）内に外数で記載しております。

２. 平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。

３. 当社は、「音響通信ソリューション事業」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略してお

ります。

（２）労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第３ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

文中の将来に関する事項は、当中間発行者情報提出日現在において当社が判断したものであります。

（１）業績

当中間会計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の収束時期が未だ見通せず、

まん延防止等重点措置の継続的な発令や同措置の解除後も新たな変異株の相次ぐ出現が見られる中、ロシアによ

るウクライナ侵攻に伴う国際情勢における地政学的リスクの高まり、エネルギー価格の上昇や原材料供給の不安

定化といったマイナス要因が顕在化し、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

当社を取り巻く経営環境については、引続き新型コロナウイルス感染症による外部環境の影響を一定程度受け

る中ではありましたが、オンライン配信ライブ等のWithコロナの環境下における新たな需要や既存サービスのDX

（デジタル・トランスフォーメーション）化への取組み機運の高まりに加えて、コロナ禍の状況にあってもSDGs

（持続可能な開発目標）への事業的な取組みは国内においても着実に定着しつつあり、Withコロナ/Afterコロナ

の世界において、当社がビジョンとして掲げる「人々をより幸せにする音のインターフェース」とその社会課題

の解決に向けたチャレンジが、より普遍的な価値を持ち得るとともに、その実現に向けて引続き取り組んでまい

りました。

このような環境の下、当中間会計期間においては、映画を中心としたエンターテイメント関連が復調傾向の

中、順調に推移するとともに、引続き、Withコロナの環境下に対応した既存事業の梃入れを行いつつ、４つの

「新技術」（①Webブラウザ対応、②用途追究「収益型ペンライト・グッズ開発」、③パッケージ化によるサー

ビスの輸出入展開、④SDGsに関連する官公庁系助成「専用ハードウェア開発」）に取り組み、将来的な成長に向

けた投資を積極的に行いました。

以上の結果、当中間会計期間の売上高は101,295千円（前年同期比39.8％増）、営業損失は38,927千円（前年同

期は営業損失27,499千円）、経常損失は37,656千円（前年同期は経常損失19,939千円）、中間純損失は37,801千

円（前年同期は中間純損失20,084千円）となりました。

なお、当社は、「音響通信ソリューション事業」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略し

ております。

（２）キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ82,107千円減少し、116,235千円

となりました。

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、59,940千円の支出（前年同期は26,875千円の支出）となりました。

これは主に、税引前中間純損失37,656千円の計上、売上債権の増加4,621千円及び未払金の減少18,168千円があ

ったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、743千円の支出（前年同期は1,117千円の支出）となりました。これ

は、有形固定資産の取得による支出743千円があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、21,424千円の支出（前年同期は23,320千円の支出）となりました。

これは、長期借入れによる収入23,960千円があった一方で、長期借入金の返済による支出45,384千円があった

ことによるものであります。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

（１）生産実績

当社が展開する事業の特性上、生産実績の記載になじまないため、記載を省略しております。

（２）受注実績

当社が展開する事業の特性上、受注実績の記載になじまないため、記載を省略しております。

（３）販売実績

当中間会計期間における販売実績を示すと、次のとおりであります。なお、当社は、「音響通信ソリューショ

ン事業」の単一セグメントであります。

セグメントの名称 売上高（千円） 前年同期比（％）

音響通信ソリューション事業 101,295 139.8

(注) １．最近２中間会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次の

とおりであります。

相手先

前中間会計期間

（自 2021年１月１日

　 至 2021年６月30日）

当中間会計期間

（自 2022年１月１日

　 至 2022年６月30日）

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

株式会社イヤホンガイド 8,978 12.3 25,600 25.3

株式会社スイッチメディア 12,000 16.5 12,000 11.9

株式会社乃村工藝社 8,800 12.1 － －

２．当中間会計期間の株式会社乃村工藝社に対する販売実績は、当該販売実績の総販売実績に対する割合が100

分の10未満のため、記載を省略しております。
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３ 【対処すべき課題】

当中間会計期間において、前事業年度の発行者情報に記載した当社が対処すべき課題について、重要な変更はあり

ません。

４ 【事業等のリスク】

当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の発行者情報に記載した事業等のリ

スクについての重要な変更はありません。

なお、株式会社東京証券取引所が運営しております証券市場TOKYO PRO Marketにおける当社株式の上場維持の前提

となる契約に関しては、以下のとおりであります。

＜J-Adviserとの契約について＞

当社は、株式会社東京証券取引所が運営しております証券市場TOKYO PRO Marketに上場しております。当社

では、株式会社アイ・アール ジャパンを担当J-Adviserに指定することについての執行役員会決議に基づき、

2021年７月１日付で株式会社アイ・アール ジャパンとの間でJ-Adviser契約（以下、「当該契約」という。）

を締結しております。当該契約は、TOKYO PRO Marketにおける当社株式の上場維持の前提となる契約であり、

当該契約を解除し、かつ、他の担当J-Adviserを確保できない場合、当社株式はTOKYO PRO Marketから上場廃

止となります。当該契約における契約解除に関する条項及び契約解除に係る事前催告に関する事項は、以下の

とおりであります。

なお、本中間発行者情報公表日現在において、当該契約の解除条項に該当する事象は生じておりません。

＜J-Adviser契約解除に関する条項＞

当社（以下、「甲」という。）が次のいずれかに該当する場合には、株式会社アイ・アール ジャパン（以

下、「乙」という。）はJ-Adviser契約（以下、「本契約」という。）を即日無催告解除することができる。

イ． 債務超過

甲が対象となる事業年度の末日に債務超過の状態である場合（上場後３年間において債務超過の状態となっ

た場合を除く。）において、１年以内（対象となる事業年度の末日の翌日から起算して１年を経過する日（当

該１年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過する日の後最初に到来する事

業年度の末日）までの期間をいう。以下、本号において同じ。また、「２年以内」も同様。）に債務超過の状

態でなくならなかったとき。ただし、甲が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続、産業競争力強化法

（以下、「産競法」という。）第２条第16項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が

実施された場合における産競法第52条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）又は

私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことによ

り、当該１年を経過した日から起算して１年以内に債務超過の状態でなくなることを計画している場合（乙が

適当と認める場合に限る。）には、２年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき。

なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、甲が対象となる事業年度に係る決算（上場会社

が連結財務諸表を作成すべき会社である場合には連結会計年度、連結財務諸表を作成すべき会社でない場合に

は事業年度に係る決算とする。）の内容を開示するまでの間において、再建計画（本号ただし書きに定める１

年以内に債務超過の状態でなくなるための再建計画を含む。）を公表している場合を対象とし、甲が提出する

当該再建計画並びに次のａ及びｂに定める書面に基づき行うものとする。

ａ 次の（ａ）から（ｃ）までの場合の区分に従い、当該（ａ）から（ｃ）までに規定する書面

(ａ) 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する書面

(ｂ) 産競法第２条第16項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が実施された場合に

おける産競法第52条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）を行う場合

当該再建計画が、当該手続に従って成立したものであることを証する書面

(ｂ) 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場

合

当該再建計画が、当該ガイドラインに従って成立したものであることについて債権者が記載した書面
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ｂ 本号ただし書きに定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための計画の前提となった重要な事項等

が、有価証券上場規程第402条第１号ａｊに規定する公認会計士等により検討されたものであることにつ

いて当該公認会計士等が記載した書面

ロ． 銀行取引の停止

甲が発行した手形等が不渡りとなり、銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった場合

（甲が発行した手形等が不渡りとなり、甲から乙に対し銀行取引停止が確実となった旨の報告を書面で受けた

場合）

ハ． 破産手続、再生手続又は更生手続

甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合（甲が、法

律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を

必要と判断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。

なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく

会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合に準ずる状態になったと乙が認めた場合を

いうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａからｃまでに定める日に本号前段に該当するものと

して取り扱う。

ａ 甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかな

い整理を行う場合

甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日

ｂ 甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難で

ある旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部分

の譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合

甲から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日（事業の大

部分の譲渡の場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると乙が認めた日）

ｃ 甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関

する合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額が

直前事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上である場合に限る。）

甲から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日

ニ． 前号に該当することとなった場合においても、甲が次のａからｃまでに該当する再建計画の開示を行った場

合には、原則として本契約の解除は行わないものとする。

ａ 次の（ａ）又は（ｂ）に定める場合に従い、当該（ａ）又は（ｂ）に定める事項に該当すること

(ａ) 甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること

(ｂ) 甲が前号ｃに規定する合意を行った場合

当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意を得ているものであること

ｂ 当該再建計画に次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる事項が記載されていること

(ａ) TOKYO PRO Marketに上場する有価証券の全部を消却するものでないこと

(ｂ) 前ａの（ａ）に規定する見込みがある旨及びその理由又は同（ｂ）に規定する合意がなされていること

及びそれを証する内容

ｃ 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でな

いと認められるものでないこと

ホ． 事業活動の停止

甲が事業活動を停止した場合（甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合（天災地変

等により一時的に事業活動が停止されたと乙が認めた場合を除く。））又はこれに準ずる状態になった場合。

なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が事業活動を停止した

場合に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａ

からｃまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。

ａ 甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる財産の全部又

は一部として次の（ａ）又は（ｂ）に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力を
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生ずる日の３日前（休業日を除外する。）の日

(ａ) TOKYO PRO Marketの上場株券等

(ｂ) 特例第132条の規定の適用を受け、速やかにTOKYO PRO Marketに上場される見込みのある株券等

ｂ 甲が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主総会（普通出

資者総会を含む。）の決議についての書面による報告を受けた日（当該合併について株主総会の決議によ

る承認を要しない場合には、取締役会の決議（委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。）につ

いての書面による報告を受けた日）

ｃ 甲が、前ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合（本号本文なお書きの適用を受ける場

合を除く。）は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日

ヘ． 不適当な合併等

甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類するものとして特例施行規則で定める行為（ⅰ 非上場会社を完全

子会社とする株式交換、ⅰの２ 非上場会社を子会社とする株式交付、ⅱ 会社分割による非上場会社からの

事業の承継、ⅲ 非上場会社からの事業の譲受け、ⅳ 会社分割による他の者への事業の承継、ⅴ 他の者へ

の事業の譲渡、ⅵ 非上場会社との業務上の提携、ⅶ 第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅷ

その他非上場会社の吸収合併又はⅰからⅶまでと同等の効果をもたらすと認められる行為をいい、以下、本号

において「吸収合併等」という。）を行った場合に、甲が実質的な存続会社でないと乙が認めた場合

ト． 支配株主との取引の健全性の毀損

第三者割当により甲の支配株主（甲の親会社又は甲の議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者）が

異動した場合（当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある

場合を含む。）において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると乙が認めるとき

チ． 発行者情報等の提出遅延

甲が提出の義務を有する特定証券情報、発行者情報又は有価証券報告書等につき、特例及び法令に定める期

間内に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場合

リ． 虚偽記載又は不適正意見等

次のａ又はｂに該当する場合

ａ 甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると

乙が認める場合

ｂ 甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査報告書については「不

適正意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるも

のである場合を除く。）が記載され、かつ、市場の秩序を維持することが困難であることが明らかである

と乙が認める場合

ヌ． 内部管理体制等の不備

内部管理体制等について不備があり、乙が改善を促したにもかかわらず改善を怠り、改善の見込みがないと

乙が認めた場合

ル． 法令違反及び上場契約違反等

甲が重大な法令若しくは上場契約の違反又は特例に関する重大な違反を行った場合

ヲ． 株式事務代行機関への委託

甲が株式事務を特例で定める株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなるこ

とが確実となった場合

ワ． 株式の譲渡制限

甲がTOKYO PRO Marketに上場する株式の譲渡につき制限を行うこととした場合

カ． 完全子会社化

甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合

ヨ． 指定振替機関における取扱い

甲が発行する株券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合

タ． 株主の権利の不当な制限

甲が次のａからｇまでのいずれかに掲げる行為を行っている場合において、株主の権利内容及びその行使が

不当に制限されていると乙が認めた場合その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認
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めた場合

ａ 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買

収防衛策（以下、「ライツプラン」という。）のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権

を導入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入（実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り当

てるために、導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。）

ｂ ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発

動とすることができないものの導入

ｃ 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要

する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（甲が持株会社である場合であり、甲の主要な事

業を行っている子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外の者を割当先として発行

する場合において、当該種類株式の発行が甲に対する買収の実現を困難にする方策であると乙が認めると

きは、甲が重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行

するものとして取り扱う。）

ｄ TOKYO PRO Marketに上場している株券について、株主総会において議決権を行使することができる事項の

うち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は

決定。ただし、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少ないと乙が認める場合は、この限りでない。

ｅ TOKYO PRO Marketに上場している株券より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な事項につい

て株主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経

済的利益を受ける権利の価額等がTOKYO PRO Marketに上場している株券より低い株式をいう。）の発行に

係る決議又は決定（株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと乙が認めるものに限る。）

ｆ 議決権の比率が300％を超える第三者割当に係る決議又は決定。ただし、株主及び投資者の利益を侵害す

るおそれが少ないと乙が認める場合は、この限りでない。

ｇ 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る

決議又は決定（株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと乙が認めるものに限る。）

レ． 全部取得

甲がTOKYO PRO Marketに上場している甲株式の全部を取得する場合

ソ． 株式等売渡請求による取得

特別支配株主がTOKYO PRO Marketに上場している甲株式の全部を取得する場合

ツ． 反社会的勢力の関与

甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がTOKYO PRO Marketの市場に

対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき

ネ． その他

前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙又は株式会社東京証券取引所が上場廃止を適当と認めた場合

＜J-Adviser契約解除に係る事前催告に関する事項＞

イ. 甲又は乙が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又はその他本契約違反を犯した場合、その相手方は、相当

の期間（特段の事情のない限り１か月前とする。）を定めてその違反の是正又は義務の履行を書面で催告し、

その催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかったときは本契約を解除することができる。

ロ．前項の定めに関わらず、甲及び乙は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除することができる。ま

た、甲又は乙から相手方に対し、１か月前に書面で通知することにより本契約を解除することができる。

ハ．本契約を解除する場合は、特段の事情のない限り、乙は本契約を解除する旨を株式会社東京証券取引所に通

知する。
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５ 【経営上の重要な契約等】

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定及び締結等はありません。

６ 【研究開発活動】

当中間会計期間における研究開発活動の総額は4,116千円であります。

当社の音響通信技術に関する根幹部分は基本的に完成しており、現状においては、より幅広い用途や様々な顧客の

ニーズ、課題解決等に適合したソリューションの開発が求められております。

このような中、当社における研究開発活動は、研究開発部門が技術やソリューションの開発に係る業務の一環とし

て行っており、その主体を担っておりますが、研究開発部門が単独で活動するのではなく、取引先やユーザーと接す

る立場にある営業部門等と緊密に連携を図りながら全社的に研究開発を進めております。

当中間会計期間より、研究開発計画の策定及び工数管理の精緻化を行い、財務会計上「研究開発費」として区分計

上しています。

なお、当中間会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本中間発行者情報公表日現在において当社が判断したものであります。

（１）重要な会計方針及び見積り

当社の中間財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されておりま

す。この中間財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報

告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績

等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと異な

る場合があります。

当社の財務諸表の作成に際して採用する重要な会計方針は、「第６【経理の状況】１【中間財務諸表等】【注記

事項】（重要な会計方針）」に記載しております。

（２）財政状態の分析

（流動資産）

当中間会計期間末における流動資産は146,530千円となり、前事業年度末に比べ73,483千円減少しておりま

す。これは主に、売掛金の増加4,621千円及び前払費用の増加3,700千円があった一方、現金及び預金の減少

82,107千円があったことによるものであります。

（固定資産）

当中間会計期間末における固定資産は28,798千円となり、前事業年度末に比べ489千円減少しております。こ

れは主に、工具、器具及び備品の増加394千円があった一方、ソフトウェアの減少780千円があったことによる

ものであります。

（流動負債）

当中間会計期間末における流動負債は67,874千円となり、前事業年度末に比べ22,537千円減少しておりま

す。これは主に、買掛金の増加1,795千円及び未払消費税等の増加2,668千円があった一方、１年内返済予定の

長期借入金の減少7,790千円及び未払金の減少18,168千円があったことによるものであります。

（固定負債）

当中間会計期間末における固定負債は104,938千円となり、前事業年度末に比べ13,634千円減少しておりま

す。これは、長期借入金の減少13,634千円があったことによるものであります。

（純資産）

当中間会計期間末における純資産は2,515千円となり、前事業年度末に比べ37,801千円減少しております。こ

れは、中間純損失の計上により利益剰余金が37,801千円減少したことによるものであります。

　



12

（３）経営成績の分析

「１【業績等の概要】（１）業績」に記載のとおりであります。

（４）経営成績に重要な影響を与える要因について

「４【事業等のリスク】」に記載のとおりであります。

（５）キャッシュ・フローの分析

「１【業績等の概要】（２）キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

当社の運転資金需要は主に、人件費やクラウドサーバー運用費等の売上原価、販売費及び一般管理費等の営業

費用であります。運転資金につきましては、自己資金の活用及び金融機関からの借入金を基本としております。

当中間会計期間末における借入金残高は149,268千円となっております。

また、当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高は116,235千円となっております。

（６）経営者の問題認識と今後の方針について

「３【対処すべき課題】」に記載しております。
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第４ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２ 【設備の新設、除却等の計画】

当社の設備投資については、経済情勢、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。

なお、当中間会計期間末現在における重要な設備の新設、改修計画はありません。
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第５ 【発行者の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

記名・無記名の

別、額面・無額面

の別及び種類

発行可能

株式総数

(株)

未発行株式数

(株)

中間会計期間末現

在発行数

(株)

（2021年

６月30日）

公表日現在

発行数

（株）

（2021年

９月30日）

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式 10,000,000 7,288,200 2,711,800 2,711,800
東京証券取引所

（TOKYO PRO Market）

完全議決権株式

であり、権利内

容に何ら限定の

ない当社におけ

る標準となる株

式であります。

なお、単元株式

数は100株であり

ます。

計 10,000,000 7,288,200 2,711,800 2,711,800 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりであります。

第２回新株予約権（2016年３月29日定時株主総会決議）

区分
中間会計期間末現在

（2022年６月30日）

公表日の前月末現在

（2022年８月31日）

新株予約権の数（個） 50 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 250,000（注）１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 400（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
2018年３月31日から

2026年３月30日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 400

資本組入額 200（注）３
同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当

社取締役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項
（注）５ 同左

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、5,000株であります。

ただし、当社が新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の

数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数× 株式分割又は併合の比率

また、上記のほか、新株予約権の割当日後に、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う

場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、
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必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。

なお、上記の調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である

株式の数についてのみ行われる。

２．当社が新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、当社が新株予約権の割当日後に、時価を下回る払込金額で普通株式を発行し、又は自己株式の処分等

（新株予約権の行使による場合を含まない。）を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新株発行株式数

上記算式において使用する「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式の総数から当社が保有する普通株

式に係る自己株式の総数を控除した数とし、また、普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。

上記のほか、新株予約権の割当日後に、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、

普通株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範

囲で適切に調整を行うものとする。

３．新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切

り上げる。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

４．新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。

（１）新株予約権者は、保有する新株予約権の行使の時点において当社の取締役、監査役又は従業員の地位

になければならない。ただし、当社又は当社関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任

した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。

（２）新株予約権者が死亡した場合には、その相続人は、新株予約権割当契約の定めるところに従って、新

株予約権を行使することができる。

（３）新株予約権の一部を行使することはできない。

（４）その他の条件については、当社と付与対象者との間において締結する新株予約権割当契約に定めると

ころによる。

５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日

の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第１項第８号イ乃至ホに

掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する

ことができるものとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株

予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸

収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた

場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数

とする。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)１．に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した再編後の行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社

の株式の数を乗じて得られる金額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)３．に準じて決定する。

（７）新株予約権の行使の条件及び取得事由

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。

（８）譲渡による新株予約権の取得の制限
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譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。

第３回新株予約権（2019年３月27日定時株主総会決議）

区分
中間会計期間末現在

（2022年６月30日）

公表日の前月末現在

（2022年８月31日）

新株予約権の数(個) ６ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 30,000（注）１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 500（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
2021年３月28日から

2029年３月27日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 500

資本組入額 250（注）３
同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当

社取締役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項
（注）５ 同左

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、5,000株であります。

ただし、当社が新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の

数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数× 株式分割又は併合の比率

また、上記のほか、新株予約権の割当日後に、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う

場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、

必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。

なお、上記の調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である

株式の数についてのみ行われる。

２．当社が新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、当社が新株予約権の割当日後に、時価を下回る払込金額で普通株式を発行し、又は自己株式の処分等

（新株予約権の行使による場合を含まない。）を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新株発行株式数

上記算式において使用する「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式の総数から当社が保有する普通株

式に係る自己株式の総数を控除した数とし、また、普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。

上記のほか、新株予約権の割当日後に、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、

普通株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範

囲で適切に調整を行うものとする。

３．新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切

り上げる。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

４．新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。

（１）新株予約権者は、保有する新株予約権の行使の時点において当社及び当社関係会社の取締役、監査役

又は従業員の地位になければならない。ただし、当社又は当社関係会社の取締役若しくは監査役を任
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期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。

（２）新株予約権者が死亡した場合には、その相続人は、新株予約権割当契約の定めるところに従って、新

株予約権を行使することができる。

（３）新株予約権の一部を行使することはできない。

（４）その他の条件については、当社と付与対象者との間において締結する新株予約権割当契約に定めると

ころによる。

５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日

の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第１項第８号イ乃至ホに

掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する

ことができるものとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株

予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸

収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた

場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数

とする。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)１．に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した再編後の行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社

の株式の数を乗じて得られる金額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)３．に準じて決定する。

（７）新株予約権の行使の条件及び取得事由

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。

（８）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
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第４回新株予約権（2021年３月24日定時株主総会決議）

区分
中間会計期間末現在

（2022年６月30日）

公表日の前月末現在

（2022年８月31日）

新株予約権の数(個) 23 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 115,000（注）１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 500（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
2023年４月15日から

2031年３月23日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 500

資本組入額 250（注）３
同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当

社取締役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項
（注）５ 同左

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、5,000株であります。

ただし、当社が新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の

数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数× 株式分割又は併合の比率

また、上記のほか、新株予約権の割当日後に、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う

場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、

必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。

さらに、上記のほか、(注)２．に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整

後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新

株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。

なお、上記の調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である

株式の数についてのみ行われる。

２．当社が新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、当社が新株予約権の割当日後に、時価を下回る払込金額で普通株式を発行し、又は自己株式の処分等

（新株予約権の行使による場合を含まない。）を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新株発行株式数

上記算式において使用する「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式の総数から当社が保有する普通株

式に係る自己株式の総数を控除した数とし、また、普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。

上記のほか、新株予約権の割当日後に、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、

普通株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範

囲で適切に調整を行うものとする。

３．新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額

を減じた額とする。

４．新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
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（１）新株予約権者は、保有する新株予約権の行使の時点において当社の取締役、監査役又は従業員の地位

になければならない。ただし、当社又は当社関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任

した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。

（２）新株予約権者が死亡した場合には、その相続人は、新株予約権割当契約の定めるところに従って、新

株予約権を行使することができる。

（３）新株予約権の一部を行使することはできない。

（４）その他の条件については、当社と付与対象者との間において締結する新株予約権割当契約に定めると

ころによる。

５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以下、以上を総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅

し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、係る取扱いは、以下に定める条件に

沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割

計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)１．に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上

調整した再編後の行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を

乗じて得られるものとする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。

（６）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

（７）再編対象会社による新株予約権の取得

本新株予約権の内容に準じて決定する。

（８）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)３．に準じて決定する。

　



20

第５回新株予約権（2021年９月30日臨時株主総会決議）

区分
中間会計期間末現在

（2022年６月30日）

公表日の前月末現在

（2022年８月31日）

新株予約権の数(個) 40,000 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 40,000 （注）１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 500 （注）２ 同左

新株予約権の行使期間
2023年10月14日から

2031年９月29日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 500

資本組入額 250（注）３
同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当

社取締役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項
（注）５ 同左

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

ただし、当社が新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の

数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数× 株式分割又は併合の比率

また、上記のほか、新株予約権の割当日後に、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う

場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、

必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。

さらに、上記のほか、(注)２．に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整

後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新

株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。

なお、上記の調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である

株式の数についてのみ行われる。

２．当社が新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、当社が新株予約権の割当日後に、時価を下回る払込金額で普通株式を発行し、又は自己株式の処分等

（新株予約権の行使による場合を含まない。）を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新株発行株式数

上記算式において使用する「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式の総数から当社が保有する普通株

式に係る自己株式の総数を控除した数とし、また、普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。

上記のほか、新株予約権の割当日後に、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、

普通株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範

囲で適切に調整を行うものとする。

３．新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額

を減じた額とする。

４．新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
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（１）新株予約権者は、保有する新株予約権の行使の時点において当社の取締役、監査役又は従業員の地位

になければならない。ただし、当社又は当社関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任

した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。

（２）新株予約権者が死亡した場合には、その相続人は、新株予約権割当契約の定めるところに従って、新

株予約権を行使することができる。

（３）新株予約権の一部を行使することはできない。

（４）その他の条件については、当社と付与対象者との間において締結する新株予約権割当契約に定めると

ころによる。

５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以下、以上を総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅

し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、係る取扱いは、以下に定める条件に

沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割

計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)１．に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上

調整した再編後の行使価額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を

乗じて得られるものとする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。

（６）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

（７）再編対象会社による新株予約権の取得

本新株予約権の内容に準じて決定する。

（８）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)３．に準じて決定する。

(3) 【MSCB等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金

増減額

(千円)

資本金

残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2022年１月１日

～

2022年６月30日

－ 2,711,800 － 298,580 － 238,580

(6) 【大株主の状況】

2022年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式

（自己株式を

除く。）の総

数に対する所

有株式数の割

合(％)

株式会社多喜川カンパニー 東京都豊島区上池袋一丁目37番22号 950,000 35.03

瀧川 淳 東京都豊島区 499,900 18.43

株式会社リコー 東京都大田区中馬込一丁目３番６号 200,000 7.38

山科 誠 神奈川県逗子市 175,000 6.45

西河 洋一 東京都練馬区 150,000 5.53

株式会社ディーネット 大阪府大阪市中央区北浜二丁目６番11号 100,000 3.69

株式会社ユーティマネジメント 東京都港区六本木二丁目２番７号 100,000 3.69

NIPPON GAO GROUP LIMITED
（常任代理人 三田証券株式会社
取締役社長 三田邦博）

１F, NO.２, LN 300, FN YUAN STREET,
SONG-SHAN DISTRICT, TAIPEI 105, TAIWAN

100,000 3.69

ウエストリバー株式会社 東京都練馬区関町東一丁目11番２号 83,300 3.07

株式会社博報堂DYホールディングス 東京都港区赤坂五丁目３番１号 65,000 2.40

デジタル・アドバタイジング・コンソー

シアム株式会社
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号 65,000 2.40

計 － 2,488,200 91.75
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2022年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等) － － －

完全議決権株式(その他)
普通株式

2,711,800
27,118

完全議決権株式であり、権利内容に何

ら限定のない当社における標準となる

株式であります。なお、単元株式数は

100株となっております。

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 2,711,800 － －

総株主の議決権 － 27,118 －

② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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(8) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を導入しております。当該制度は、会社法に基づき、

新株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は、以下のとおりであります。

第２回新株予約権

決議年月日 2016年３月29日（定時株主総会決議）

付与対象者の区分及び人数（名）
当社取締役 １名

当社従業員 ３名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）【新株予約権等の状況】」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「（２）【新株予約権等の状況】」に記載しております。

第３回新株予約権

決議年月日 2019年３月27日（定時株主総会決議）

付与対象者の区分及び人数（名） 当社従業員 ４名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）【新株予約権等の状況】」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「（２）【新株予約権等の状況】」に記載しております。
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第４回新株予約権

決議年月日 2021年３月24日（定時株主総会決議）

付与対象者の区分及び人数（名）
当社取締役 ３名

当社従業員 ６名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）【新株予約権等の状況】」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「（２）【新株予約権等の状況】」に記載しております。

第５回新株予約権

決議年月日 2021年９月30日（臨時株主総会決議）

付与対象者の区分及び人数（名） 当社従業員 ４名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）【新株予約権等の状況】」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「（２）【新株予約権等の状況】」に記載しております。

２ 【株価の推移】

月別 2022年１月 2022年２月 2022年３月 2022年４月 2022年５月 2022年６月

最高（円） － － － － － －

最低（円） － － － － － －

(注) １．最高・最低株価は、東京証券取引所TOKYO PRO Marketにおけるものであります。

２．当社株式は、2021年12月22日をもって東京証券取引所TOKYO PRO Marketに上場しておりますが、当中間会計

期間において、売買実績はありません。

３ 【役員の状況】

前事業年度の発行者情報公表日後、本中間発行者情報公表日までにおいて、役員の異動はありません。
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第６ 【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について

(１) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号）に基づいて作成しております。

(２) 当社の中間財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施

行規則」第116 条第３項で認められた会計基準のうち、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して作成しております。

２．監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128条第３項の規定

に基づき、当中間会計期間（2022年１月１日から2022年６月30日まで）の中間財務諸表について、東光監査法人に

より中間監査を受けております。

３．中間連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度

(2021年12月31日)

当中間会計期間

(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 198,703 116,595

売掛金 15,150 19,771

仕掛品 1,243 1,546

前払費用 4,911 8,611

その他 5 5

流動資産合計 220,014 146,530

固定資産

有形固定資産

建物附属設備（純額） ※１ 115 ※１ 111

工具、器具及び備品（純額） ※１ 1,268 ※１ 1,662

有形固定資産合計 1,383 1,774

無形固定資産

ソフトウェア 6,245 5,464

無形固定資産合計 6,245 5,464

投資その他の資産

長期預金 ※２ 20,000 ※２ 20,000

その他 1,658 1,559

投資その他の資産合計 21,658 21,559

固定資産合計 29,287 28,798

資産合計 249,302 175,328
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(単位：千円)

前事業年度

(2021年12月31日)

当中間会計期間

(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 854 2,650

短期借入金 ※２、※３ 10,000 ※２、※３ 10,000

１年内返済予定の長期借入金 ※２ 44,180 ※２ 36,390

未払金 29,189 11,021

未払法人税等 1,989 1,683

未払消費税等 438 3,106

前受金 224 127

契約負債 － 696

預り金 3,535 2,197

流動負債合計 90,412 67,874

固定負債

長期借入金 ※２ 116,512 102,878

長期預り保証金 2,060 2,060

固定負債合計 118,572 104,938

負債合計 208,984 172,812

純資産の部

株主資本

資本金 298,580 298,580

資本剰余金

資本準備金 238,580 238,580

資本剰余金合計 238,580 238,580

利益剰余金

その他利益剰余金 △496,842 △534,644

繰越利益剰余金 △496,842 △534,644

利益剰余金合計 △496,842 △534,644

株主資本合計 40,317 2,515

純資産合計 40,317 2,515

負債純資産合計 249,302 175,328
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② 【中間損益計算書】

(単位：千円)

前中間会計期間

(自 2021年１月１日

至 2021年６月30日)

当中間会計期間

(自 2022年１月１日

至 2022年６月30日)

売上高 72,440 101,295

売上原価 17,012 27,696

売上総利益 55,428 73,598

販売費及び一般管理費 　82,927 　112,526

営業損失（△） △27,499 △38,927

営業外収益

助成金収入 － 735

補助金収入 2,754 878

受取清算金 5,490 －

その他 150 384

営業外収益合計 8,394 1,997

営業外費用

支払利息 609 608

支払保証料 225 118

営業外費用合計 834 726

経常損失（△） △19,939 △37,656

税引前中間純損失（△） △19,939 △37,656

法人税、住民税及び事業税 145 145

法人税等合計 145 145

中間純損失（△） △20,084 △37,801
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自 2021年１月１日 至 2021年６月30日）

(単位：千円)

株主資本

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 243,500 183,500 183,500 △389,493 △389,493 37,506 37,506

当中間期変動額

中間純損失（△） △20,084 △20,084 △20,084 △20,084

株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)

当中間期変動額合計 － － － △20,084 △20,084 △20,084 △20,084

当中間期末残高 243,500 183,500 183,500 △409,578 △409,578 17,421 17,421

当中間会計期間（自 2022年１月１日 至 2022年６月30日）

(単位：千円)

株主資本

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 298,580 238,580 238,580 △496,842 △496,842 40,317 40,317

当中間期変動額

中間純損失（△） △37,801 △37,801 △37,801 △37,801

株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)

当中間期変動額合計 － － － △37,801 △37,801 △37,801 △37,801

当中間期末残高 298,580 238,580 238,580 △534,644 △534,644 2,515 2,515
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④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前中間会計期間

(自 2021年１月１日

至 2021年６月30日)

当中間会計期間

(自 2022年１月１日

至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△） △19,939 △37,656

減価償却費 1,107 1,133

受取利息及び受取配当金 △1 △1

支払利息 609 608

助成金収入 － △735

補助金収入 △2,754 △878

受取清算金 △5,490 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,306 △4,621

棚卸資産の増減額（△は増加） △339 △302

前払費用の増減額（△は増加） △2,934 △3,600

仕入債務の増減額（△は減少） △580 1,795

未払金の増減額（△は減少） △10,863 △18,168

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,981 2,668

その他 3,619 △898

小計 △34,890 △60,656

利息及び配当金の受取額 1 1

利息の支払額 △366 △608

助成金収入の受取額 － 735

補助金収入の受取額 2,754 878

清算金等の受取額 5,490 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 135 △290

営業活動によるキャッシュ・フロー △26,875 △59,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出 △300 －

有形固定資産の取得による支出 △517 △743

無形固定資産の取得による支出 △300 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,117 △743

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 23,960

長期借入金の返済による支出 △23,320 △45,384

財務活動によるキャッシュ・フロー △23,320 △21,424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △51,312 △82,107

現金及び現金同等物の期首残高 223,048 198,343

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 171,735 ※ 116,235
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(重要な会計方針)

１. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

（１）仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

２. 固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

主として定率法並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

建物附属設備 15年

工具、器具及び備品 ４～５年

（２）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法によ

っております。

３. 引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準

当社は、音の信号処理に基づくソフトウェア（音響通信／「音」の同期、認証技術等）の研究開発及びこれ

らの成果に基づく独自の音響通信ソリューションの提供を主な事業としております。

主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時

点）は、以下のとおりであります。

１．ライセンス供与による収益

当社は、顧客との契約に基づき、当社が開発した技術に関するライセンスを供与しております。当該ライ

センスの性質が使用権である場合には、ライセンスを供与した時点で収益を認識し、アクセス権である場合

には、一定期間にわたり収益を認識しております。また、ライセンスの供与に対して受け取る対価が売上高

または使用量に基づくロイヤルティに係る収入は、顧客の売上収益等の発生と履行義務の充足のいずれか遅

い時点で収益を認識しております。

２．役務の提供から生じる収益

当社は、顧客との契約に基づき、スマートフォン・アプリケーションのカスタマイズ等の役務の提供を行

っております。当該役務の提供が完了することにより主な履行義務が充足されると判断しており、役務の提

供の完了時点で収益を認識しております。

５. 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
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(会計方針の変更)

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下、「時価算定会計基準」 とい

う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業

会計基準第10号 2019年７月４日)第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新

たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。

これにより、中間財務諸表に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこ

ととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2019年

７月４日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載

しておりません。

(表示方法の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」とい

う。)等の改正に基づき、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」の一部は、

当中間会計期間より「流動負債」の「契約負債」に含めて表示しております。

なお、収益認識会計基準第89-４項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法に

より組替えを行っておりません。

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響については、会計上の見積りを行う上での参考となる前例がな

く、その収束時期等についても統一的な見解がないため、今後の当社の事業活動及び業績への影響を予測するこ

とは極めて困難ではありますが、一定の仮定に基づいて固定資産の減損の判定等の会計上の見積りを実施し、会

計処理に反映しております。一定の仮定としては、当中間会計期間においても引続き新型コロナウイルス感染症

が経済・社会活動に及ぼす影響は継続し、先行きは依然として不透明な状況にあるものの、前事業年度における

影響度合い及びWithコロナの環境下における取組みや実績を踏まえ、今後の当社の事業活動及び業績への影響度

合いについては同水準で推移しつつ、一定期間後に徐々に収束に向かっていくものとして、固定資産の減損及び

繰延税金資産の回収可能性等について会計上の見積りを行っております。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済・社会活動への影響については不確定要素が多く、

上記の仮定に変化が生じた場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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(中間貸借対照表関係)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度

（2021年12月31日）

当中間会計期間

（2022年６月30日）

建物附属設備 2千円 6千円

工具、器具及び備品 1,323 〃 1,672 〃

計 1,326千円 1,679千円

※２ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。

前事業年度

（2021年12月31日）

当中間会計期間

（2022年６月30日）

長期預金 20,000千円 20,000千円

計 20,000千円 20,000千円

前事業年度

（2021年12月31日）

当中間会計期間

（2022年６月30日）

短期借入金 10,000千円 10,000千円

１年内返済予定の長期借入金 1,980 〃 1,915 〃

長期借入金 925 〃 －

計 12,905千円 11,915千円

※３ 当社は、資金調達の効率的な調整を行うため、取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。当中間会計期

間における当座貸越契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであります。

前事業年度

（2021年12月31日）

当中間会計期間

（2022年６月30日）

当座貸越極度額 10,000千円 10,000千円

借入実行残高 10,000 〃 10,000 〃

差引額 －千円 －千円

(中間損益計算書関係)

　 減価償却実施額は、以下のとおりであります。

前中間会計期間

(自 2021年１月１日

至 2021年６月30日)

当中間会計期間

(自 2022年１月１日

至 2022年６月30日)

有形固定資産 396千円 352千円

無形固定資産 711 〃 780 〃

計 1,107 千円 1,133 千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間（自 2021年１月１日 至 2021年６月30日）

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

当事業年度

期首株式数

（株）

当中間会計期間

増加株式数

（株）

当中間会計期間

減少株式数

（株）

当中間会計期間末

株式数

（株）

発行済株式

　普通株式 524 － － 524

合計 524 － － 524

２. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

３. 配当に関する事項

該当事項はありません。

当中間会計期間（自 2022年１月１日 至 2022年６月30日）

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

当事業年度

期首株式数

（株）

当中間会計期間

増加株式数

（株）

当中間会計期間

減少株式数

（株）

当中間会計期間末

株式数

（株）

発行済株式

　普通株式 2,711,800 － － 2,711,800

合計 2,711,800 － － 2,711,800

２. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

３. 配当に関する事項

該当事項はありません。
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであ

ります。

前中間会計期間

(自 2021年１月１日

至 2021年６月30日)

当中間会計期間

(自 2022年１月１日

至 2022年６月30日)

現金及び預金 172,545千円 116,595千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △810 〃 △360 〃

現金及び現金同等物 171,735千円 116,235千円

(金融商品関係)

１. 金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度（2021年12月31日）

貸借対照表計上額

(千円)

時価

(千円)

差額

(千円)

（１）長期預金 20,000 19,997 △2

資産計 20,000 19,997 △2

（１）長期借入金
（1年内返済予定を含む）

160,692 153,708 △6,983

負債計 160,692 153,708 △6,983

(注) １．「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」及び「短期借入金」については、現金であ

ること、もしくは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に価額に近似するものであることから、記

載を省略しております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

長期預り保証金（貸借対照表計上額2,060千円）については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシ

ュ・フローを合理的に見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難であると認められ

るため、上表には含めておりません。

当中間会計期間（2022年６月30日）

中間貸借対照表計上額

(千円)

時価

(千円)

差額

(千円)

（１）長期預金 20,000 19,998 △1

資産計 20,000 19,998 △1

（１）長期借入金
（1年内返済予定を含む）

139,268 132,503 △6,764

（２）長期預り保証金 2,060 2,010 △49

負債計 141,328 134,514 △6,813

(注) １．「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」及び「短期借入金」については、現金であ

ること、もしくは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に価額に近似するものであることから、記

載を省略しております。
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２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに

時価を分類しております。

（１）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

当中間会計期間（2022年６月30日）

該当事項はありません。

（２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当中間会計期間（2022年６月30日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期預金 － 19,998 － 19,998

資産計 － 19,998 － 19,998

長期借入金 － 132,503 － 132,503

長期預り保証金 － 2,010 － 2,010

負債計 － 134,514 － 134,514

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

（１）長期預金

長期性定期預金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の預金を行った場合に想定される預

金金利で割り引いて算出する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。

（２）長期借入金（１年内返済予定を含む）

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割

り引いて算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。

（３）長期預り保証金

長期預り保証金の時価については、合理的に見積もった返還予定時期に基づきリスクフリーレートで

割り引いた現在価値により算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。

(資産除去債務関係)

前中間会計期間（自 2021年１月１日 至 2021年６月30日）

当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有してお

りますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来本社を移転する予定もないことから、資

産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりませ

ん。

当中間会計期間（自 2022年１月１日 至 2022年６月30日）

当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有してお

りますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来本社を移転する予定もないことから、資

産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりませ

ん。
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(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当中間会計期間（自 2022年１月１日 至 2022年６月30日）

（単位：千円）

ライセンス供与による収益 役務の提供から生じる収益 合計

一時点で移転される財 38,485 47,416 85,902

一定の期間にわたり
移転される財

3,360 12,033 15,393

外部顧客への売上高 41,845 59,449 101,295

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「【注記事項】（重要な会計方針）

４．収益及び費用の計上基準」に記載とおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計

期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び

時期に関する情報

（１）契約負債の残高等

（単位：千円）

当中間会計期間

契約負債（期首残高） 14

契約負債（期末残高） 696

契約負債はライセンス供与により顧客から受け取った前受金により生じたものであります。契約負債は

収益の認識に伴って取り崩されます。

当中間会計期間に認識した収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は14千円であり

ます。

（２）残存履行義務に配分した取引価格

当社においては、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の簡便法を

適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中

に取引価格に含まれない重要な金額はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前中間会計期間（自 2021年１月１日 至 2021年６月30日）

当社は、「音響通信ソリューション事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略してお

ります。

当中間会計期間（自 2022年１月１日 至 2022年６月30日）

当社は、「音響通信ソリューション事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略してお

ります。
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【関連情報】

前中間会計期間（自 2021年１月１日 至 2021年６月30日）

１. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。

２. 地域ごとの情報

（１）売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

（２）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３. 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高

株式会社スイッチメディア 12,000

株式会社イヤホンガイド 8,978

株式会社乃村工藝社 8,800

当中間会計期間（自 2022年１月１日 至 2022年６月30日）

１. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。

２. 地域ごとの情報

（１）売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

（２）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３. 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高

株式会社イヤホンガイド 25,600

株式会社スイッチメディア 12,000
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前中間会計期間（自 2021年１月１日 至 2021年６月30日）

該当事項はありません。

当中間会計期間（自 2022年１月１日 至 2022年６月30日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前中間会計期間（自 2021年１月１日 至 2021年６月30日）

該当事項はありません。

当中間会計期間（自 2022年１月１日 至 2022年６月30日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前中間会計期間（自 2021年１月１日 至 2021年６月30日）

該当事項はありません。

当中間会計期間（自 2022年１月１日 至 2022年６月30日）

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前事業年度

(2021年12月31日)

当中間会計期間

(2022年６月30日)

１株当たり純資産額 14.87円 0.93円

前中間会計期間

(自 2021年１月１日

至 2021年６月30日)

当中間会計期間

(自 2022年１月１日

至 2022年６月30日)

１株当たり中間純損失（△） △7.66円 △13.94円

(注) １．2021年９月30日付で普通株式１株につき5,000株の割合で株式分割を行っております。2021年12月期の期首

に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり中間純損失を算定しておりま

す。

２．当中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当た

り中間純損失であるため、記載しておりません。

３．前中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式

は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり中間純損失であるため、記載してお

りません。

４．１株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前中間会計期間

(自 2021年１月１日

至 2021年６月30日)

当中間会計期間

(自 2022年１月１日

至 2022年６月30日)

中間純損失（△）（千円) △20,084 △37,801

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る中間純損失（△）（千円） △20,084 △37,801

普通株式の期中平均株式数（株） 2,620,000 2,711,800

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権３種類（新株予約

権の数 79個）

新株予約権の概要は 「第５

【 発行者の状況】１【株式

等の状況】（２）【新株予

約権等の状況】」に記載の

とおりであります。

新株予約権４種類

(新株予約権の数 40,079個)

新株予約権の概要は 「第５

【 発行者の状況】１【株式

等の状況】（２）【新株予

約権等の状況】」に記載の

とおりであります。

５．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(2021年12月31日)

当中間会計期間

(2022年６月30日)

純資産の部の合計額（千円） 40,317 2,515

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 40,317 2,515

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式

の数（株）
2,711,800 2,711,800

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

（２）【その他】

該当事項はありません。
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第７ 【外国為替相場の推移】

該当事項はありません。
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第二部 【特別情報】

第１ 【外部専門家の同意】

該当事項はありません。

　



独立監査人の中間監査報告書

2022年 9月30日

エヴィクサー株式会社

取締役 会 御中
東光監査法人
東京都千代田区

蔓晶鴛量鰯会計土俵 孫 蝋れ
藁鼻髭畳公認会計士顎 オイ・隻矛 ・ハ

.{!:、き

中間監査意見
当監査法人は、株式会社東京証券取引所の特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第128

条第3項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているエヴイクサ」株式会社

の2022年 1月 1日から2022年 12月31日までの第19期事業年度の中間会計期間 (2022年 1月 1日から2022年 6

月30日まで) に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動

計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、エヴィクサー株式会社の2022年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間会計期間 (2022年 1月 1日から2022年 6月30日まで) の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行

った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記

載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基

礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中

間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示

のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及

び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準

に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。



中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表

示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監

査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正

又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人

の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な

お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は

誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監

査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務

諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重

要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な

不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が

ある。

中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示している

かどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められて

いるその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又

は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

し、0

以 上


